
令和5年10月1日　

　回覧　

あかね台二丁目自治会会員の皆様　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　

ゴミ出しのルール徹底について

自治会長 甲斐 克彦
環境衛部生長　佐藤 竜一

日頃より自治会活動へのご支援、ご協力ありがとうございます。
最近、あかね台2丁目自治会の管轄内において自分の班ではない集積所にゴミを出したり、その日の収集対
象ではないゴミを出すなどの不適切な事案が上がっております。ゴミを出すにあたっては、決められた指定場所
を遵守するとともに、収集対象のゴミを指定された日に出すという基本ルールを改めて徹底していただくようお
願いします。

記

　
1、 ゴミは必ず自分の班の集積場所に出して下さい。
2、 ゴミの分別は正しく行ない、ゴミの種類ごとに指定された収集日に出して下さい。
3、 ゴミは収集日の朝8時までに出して下さい。ただし、前夜から出すことはおやめください。
4、 収集後にゴミは出さないでください。

※集積所に未回収のゴミをがあった場合は、中身をあけて確認したり、持ち帰ったり　　　　
はせず、班長へご連絡ください。

以上


